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　長万部町では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、国保に加入している被用者（給
与の支払いを受けている方）の方が新型コロナウイルス感染症に感染又は感染が疑われる場合で、
労務に服することができず、給与の支払いを受けることができない期間の臨時的支援措置として、
傷病手当金を支給します。

（後期高齢者医療保険の被保険者の方も、同様の制度があります。）

１．対象となる方
　下記のすべてに該当する方
１．長万部町国民健康保険の被保険者の方
２．お勤め先から給与の支払いを受けている方（被用者）
３． 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服す
ることができなかった方

２．対象となる日
　上記対象者が、労務に服することができなくなった日から起算して、３日を経過した日（※１）から労務
に服することができない期間（※２）について、支給の対象となります。
　※１ 連続した３日間の後の４日目以降の日数が支給の対象となります。
　※２ 有給休暇や休業手当などの補償が受けられる方は対象となりません。

３．支 給 額
　直近の継続した３カ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×２／３×支給対象となる日数
　※ 給与等の全部または一部を受け取ることができる場合は、支給額が調整され、支給されない場合があります。

４．適用期間
　令和２年１月１日から令和３年３月31日までの間で療養のため労務に服することができない期間。 た
だし、入院が継続する場合等は最長１年６か月まで。

国民健康保険被保険者への傷病手当金の支給について国民健康保険被保険者への傷病手当金の支給について

必要な申請書については、医療機関受診の有無により異なりますので、事前に町民課戸籍医療年
金係（☎01377－２－2453）までお問い合わせください。


